
２年目の
被災者・避難者支援の
在り方を考える

１５：３０－１８：３０１５：３０－１８：３０３　　３０３　　３０(金)
　　（15：00開場）

　

プログラム

１５：５０－１６：５０【テーマ１】 報告

被災者支援のこれからと
ＪＣＮに求めるもの
ー支援者・行政・企業の立場からー

[登壇者] 
　　　　   葛巻 徹 氏
　　　　　　（ＮＰＯ法人 いわて連携復興センター 事務局長）
 紅邑 晶子氏
　　　　　　（みやぎ連携復興センター 代表）
 鎌田 千瑛美氏
　　　　　　（一般社団法人 ふくしま連携復興センター コーディネーター ）　
 羽多野 一磨氏
　　　　　　（復興庁主査）
 長沢 恵美子氏
　　　　　　 （一般社団法人 日本経団連事業サービス 総合企画・事業支援室長）
[進行] 
 田尻 佳史 
　　　　　　（ＪＣＮ代表世話人：認定NPO法人 日本ＮＰＯセンター
　　　　　　 常任理事・事務局長）

１５：３０－１５：５０【オープニング】 あいさつ
 山崎 美貴子（ＪＣＮ代表世話人：「広がれボランティアの輪」連絡会議 会長）
 郡 和子 氏（復興大臣政務官）

懇親会　（９階国際ホール 会費３０００円）

１７：００－１８：１０【テーマ２】 パネルディスカッション

広域避難の現状
ー避難者支援の報告とネットワークづくりについてー　

[パネリスト]
　　　　　吉野 裕之氏
　　　　　　（放射能からいのちを守る全国サミット　事務局長）
  向井 忍 氏
　　　　　　（コープあいち 参与：愛知県被災者支援センター）
　　　　    市村 高志 氏
　　　　　　(とみおか子ども未来ネットワーク 代表）
  塩見 俊夫 氏
　　　　　　(福島県災害対策本部活動支援班　県外避難者支援チーム　リーダー）
[コーディネーター] 
　　　　　栗田 暢之（ＪＣＮ代表世話人：ＮＰＯ法人レスキューストックヤード　代表理事）

１８：１０－１８：３０【クロージング】 閉会あいさつ
 岡坂 健（ＪＣＮ事務局）

１９：００－２１：００
進行：ＮＰＯ法人 日本ファシリテーション協会

[ファシリテーター] 
 　　　　　鈴木まり子氏（NPO法人日本ファシリテーション協会）

主催：主催：

協力：  ＮＰＯ法人 日本ファシリテーション協会 ／ ＮＰＯ法人 アワープラネット・ティービー協力：  ＮＰＯ法人 日本ファシリテーション協会 ／ ＮＰＯ法人 アワープラネット・ティービー

 第２回    全体ミーティング 第２回    全体ミーティング
設立一周年記念事業



特定非営利活動法人特定非営利活動法人

Ｐ１

特定非営利活動法人特定非営利活動法人

いわて連携復興センターいわて連携復興センター 報告資料報告資料いわて連携復興センターいわて連携復興センター 報告資料報告資料
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平成24年3月29日 発表者 事務局長 葛巻徹

加盟団体
いわてＮＰＯフォーラム２１

ｶｼｵﾍﾟｱ連邦地域づくりｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ
（二戸市）

Ｐ２

いわて地域づくり支援センター
（盛岡市）

わ ラ
（盛岡市）

風・波デザイン
（紫波町）

やませデザイン会議
（久慈市）

花巻市民活動支援ｾﾝﾀｰ

（久慈市）

＠リアスＮＰＯｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
（釜石市）

花巻市民活動支援ｾﾝﾀｰ
（花巻市）

本部・釜石
北上サテライト

いわてＮＰＯ－ＮＥＴｻﾎﾟｰﾄ
（北上市）

北上サテライト

レスパイトハウス・ハンズ
（一関市）

夢ネット大船渡
（大船渡市）

平成23年4月28日設立
（法人格９月取得）加盟団体が協働コーディネーターとして、支援を行いました。



＜設立目的＞

Ｐ３

＜設立目的＞

本団体は、東日本大震災において特に甚大
な被害のあった岩手県沿岸部の復興に向け、
全国からの様々な支援と 自立・復興のため全国からの様々な支援と、自立 復興のため
にその支援を必要とする人を結ぶとともに、
必要な情報 技術を提供し 被災された地域必要な情報・技術を提供し、被災された地域
住民の方一人ひとりが前向きに地域復興に住民の方 人ひとりが前向きに地域復興に
向け歩むことのできる環境を構築することを
目的とします目的とします。
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特定非営利活動法人いわて連携復興センター特定非営利活動法人いわて連携復興センター
ＩＷＡＴＥＩＷＡＴＥ ＦｕｘｉｎｇＦｕｘｉｎｇ ＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ ＣｅｎｔｅｒＣｅｎｔｅｒ ～被災地域の住民が主役の復興を～～被災地域の住民が主役の復興を～

活動実績
Ｐ４

○各種連携会議の開催等

行政とＮＰＯの会議や、各市町村単位でのネットワーク会議の主催、参
加を行いました。ＪＣＮや、ＪＰＦとも連携し、情報共有、団体同士の連
携の場を創出携の場を創出。

特定非営利活動法人いわて連携復興センター特定非営利活動法人いわて連携復興センター
ＩＷＡＴＥＩＷＡＴＥ ＦｕｘｉｎｇＦｕｘｉｎｇ ＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ ＣｅｎｔｅｒＣｅｎｔｅｒ ～被災地域の住民が主役の復興を～～被災地域の住民が主役の復興を～



活動実績
Ｐ５

○他県のＮＰＯとの連携

宮城、福島の連携復興センターとの 県外からの支援団体と県内の団地
会議。各地の問題等を共有し、岩手
県内の取り組みへ活用。

県外からの支援団体と県内の団地
団体とのマッチング。

特定非営利活動法人いわて連携復興センター特定非営利活動法人いわて連携復興センター
ＩＷＡＴＥＩＷＡＴＥ ＦｕｘｉｎｇＦｕｘｉｎｇ ＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ ＣｅｎｔｅｒＣｅｎｔｅｒ ～被災地域の住民が主役の復興を～～被災地域の住民が主役の復興を～

岩手県連携復興会議イメージ
Ｐ６

政府 市町村 ＮＰＯ ＮＧＯ 企業

県庁他部署

岩手県連携復興会議

岩手県復興局
生活再建課

いわて連携
復興センター生活再建課 復興センタ

官民の強みを生かし、連携を促進する場
協議体を軸に官民のネットワーク構築協議体を軸に官民のネットワ ク構築

仮設住宅団地環境アセスメント・各種支援制度フォローなど
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北上市【事業 的】 岩手県

大船渡市 仮設住宅運営支援事業スキーム

基金事業

Ｐ７

北上市【事業の目的】

沿岸被災地では、急ピッチで仮設住宅の建
設と入居が進行している。仮設住宅団地で
生じるさまざまな問題を当市のコミュニティ運
営ノウハウを活用して、仮設住宅団地支援員
を配置し 解決していこうとするもの

岩手県

委
託

基金事業

を配置し、解決していこうとするもの。

また、被災自治体に代わって事業を展開す
ることで、被災自治体には余力が生まれ、更
なる復興・前進につながると考える。

㈱ジャパンクリエイト

北上市

労務・経理管理

協働チーム

【北上市が支援する 由】

連携 いわて
NPO‐NET
サポ ト

北上市

いわて
連携復興
センタ

仮設住宅団地運営

マネー
ジ

マネー
ジ

マネー
ジ

【北上市が支援する理由】
○ 仮設住宅団地という新しいコミュニティが
生まれることから、北上市がこれまで培った
コミュニティ運営ノウハウを活用できること。

⇒ 北上市は新しい公共を目指し、地域団体
や Oと協働による ミ テ 運営を行

運営ノウハウ
情報・課題

サポート センター

【連絡会】

大船渡市・社会福祉協議会・
NPO等

大船渡市

ジャー ジャー ジャーやNPOと協働によるコミュニティ運営を行っ
ている。この強みを活かす。

○ 被災自治体が抱える課題を支援すること
で、復興に役立つこと。

○ 被災者が一刻も早い日常を取り戻す支
援となること

仮設
住宅
団地

仮設
住宅
団地

仮設
住宅
団地

【事業概要】
仮設住宅支援員雇用（新規雇用） 70人
・ 10～29世帯規模 配置 1人

世帯規模

NPO等
大船渡市

仮設住宅団地
３７団地

援となること。

＜仮設住宅団地支援員＞ 談話室・集会所に常駐し コミュニティづくりや行政連絡 困りごとの把握を行う

団地 団地 団地・ 30～79世帯規模 配置 2人
・ 80～ 世帯規模 配置 3人

マネージャー
・ エリアマネージャー ６人
・ コールセンターマネージャー ５人

財源 緊急雇用創出事業（ ％県補助）

３７団地

仮設住宅支援員
雇用の規模 70人

＜仮設住宅団地支援員＞ 談話室・集会所に常駐し、コミュニティづくりや行政連絡、困りごとの把握を行う
・仮設住宅内連絡所運営（行政情報の発信、団地内での困りごと、要望等を関係部署に連絡）
・仮設住宅内コミュニティづくり・自治会運営の支援
・仮設住宅内清掃・除雪・植栽管理の支援
・仮設住宅内広報支援（掲示板の設置、管理） ※毎日のマネージャーとの連絡で、実施内容の共有

財源 緊急雇用創出事業（100％県補助）
※予算規模 約１億６千万円

Ｐ８

沿岸市町村への提案活動や、被災者支援事業のスキーム
構築支援などを行い、各地での支援事業の立ち上げ支援を
行った。

岩手県連携復興会議の定期ミ テ ングにて 状況 課題を岩手県連携復興会議の定期ミーティングにて、状況、課題を
共有し、事業化までを協働で支援。

大船渡 大槌 釜石にて緊急雇用創出事業の運営支援大船渡、大槌、釜石にて緊急雇用創出事業の運営支援
（約８０）（約９０）（約９０）
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特定非営利活動法人いわて連携復興センター特定非営利活動法人いわて連携復興センター
ＩＷＡＴＥＩＷＡＴＥ ＦｕｘｉｎｇＦｕｘｉｎｇ ＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ ＣｅｎｔｅｒＣｅｎｔｅｒ ～被災地域の住民が主役の復興を～～被災地域の住民が主役の復興を～



Ｐ９

岩手県（全域）の新設ＮＰＯ法人の状況岩手県（全域）の新設 法人の状況

平成22年度のＮＰＯ法人申請団体数

２２団体

平成23年度のＮＰＯ法人申請団体数

51団体51団体

一般社団、任意団体も含めると100以上の県内設
立 体が活動立団体が活動している。（平成24年2月末ＩＦＣ調査）

特定非営利活動法人いわて連携復興センター特定非営利活動法人いわて連携復興センター
ＩＷＡＴＥＩＷＡＴＥ ＦｕｘｉｎｇＦｕｘｉｎｇ ＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ ＣｅｎｔｅｒＣｅｎｔｅｒ ～被災地域の住民が主役の復興を～～被災地域の住民が主役の復興を～

その為に・・・

Ｐ１０

その為に

被災地ＮＰＯ活動団体への支援

団体設立支援

被災地ＮＰＯ活動団体への支援

助成金等獲得支援団体設立支援 助成金等獲得支援

ネットワーク支援 連携マッチング

活動情報発信 情報共有の場づくり

プロジェクト支援 人材育成
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一般社団法人一般社団法人 ふくしま連携復興センターふくしま連携復興センター

団体概要団体概要

□団体概要

一般社団法人 ふくしま連携復興センター
代表 清水 修二（福島大学災害復興研究所 所長）
所在地 〒960-8068 福島県福島市太田町17-8 アーバン横山Ⅰ１階所在地 〒960 8068 福島県福島市太田町17 8 ア バン横山Ⅰ１階
設立 2011年7月20日（一般社団法人化 2011年12月1日）
TEL 024-573-2732
参画団体 （2012年2月時点）参画団体 （2012年2月時点）

・福島大学災害復興研究所
・NPO法人市民公益活動パートナーズ

・一般社団法人
Bridge for fukushima
NPO法人フロンティア南相馬

法 民 動
・NPO法人ビーンズふくしま
・NPO法人元気になろう福島

・NPO法人フロンティア南相馬

・NPO法人寺子屋方丈舎
元気玉プ ジ クト

・NPO法人ザ・ピープル

・元気玉プロジェクト

法人移動保育プ ジ クト ・NPO法人ザ・ピープル
・NPO法人いわき自立生活センター

・NPO法人移動保育プロジェクト
・福島県中地域NPOネットワーク



□事業ミッション

＜役割＞
被災者と被災地の自立的な復興をめざし、持続可能な地域被災者と被災地の自立的な復興をめざし、持続可能な地域
社会の実現に向けて、様々な復興支援のネットワークづくり
に取り組む。

１．避難者ニーズの調査を行い、それに基づいた抜けもれのない支援を行う

都道府県にいる県外避難者（約 万人） の情報提供ならびにネ ト クづくり２．46都道府県にいる県外避難者（約6万人）への情報提供ならびにネットワークづくり

３．被災者支援、復興支援に関わる情報交換や議論の場づくり

４．福島県内外および海外からの支援を結びつけるコーディネート

５ 被災自治体および被災者のコミュニティづくり および仕事づくりを支援する５．被災自治体および被災者のコミュニティづくり、および仕事づくりを支援する

６．被災者支援、復興支援活動の担い手となる市民団体および
公益法人の活動を促進させる公益法人の活動を促進させる

□事業ミッション

支援を必要とする
被災者の方々被災者の方々

人材・物資・資金面での
総合的なサポートによる、
抜け漏れない支援

市民のパートナーとして
必要な支援の提供

抜け漏れない支援

地方自治体
社協など

NPO・企業・
外部支援団体など

互いの強みを生かして、
それぞれの課題解決にあたる

ふくしま連携復興センター
被災者支援、復興支援に関わる情報交換や議論の場づくり・コーディネート被災者支援、復興支援 関わる情報交換 議論 場 くり ディ



□活動実績

・福島県との連携による仮設住宅アセスメント
（2011年８月、12月に実施）

・福島県災害対策本部とJPF、ADRA JPAN ,カリタス、救世軍との連携により福島県内、
県外の見なし仮設住宅へ暖房の供給

全 援物資 ボ 遣等 デ・全国からの支援物資、ボランティア派遣等のコーディネイト

・ふみだす生活サポートセンター（ふくしま県内にいる方への自主避難、法律相談
事業）東日本大震災復興支援財団事業）東日本大震災復興支援財団

・ふみだす探検隊（福島県内の子どもたちの県内外での体験学習、スポーツ交流）
延べ４回（170名の参加）延べ４回（170名の参加）

・セーブ・ザ・チルドレンジャパンと連携して県内子育て支援団体への調査
（2012年１月実施のべ45団体）（2012年１月実施のべ45団体）

・福島大学災害復興研究所とNPO法人ETIC．との協働事業による『福島・右腕派遣
プロジェクト』実施 （長期支援人材の派遣）プロジェクト』実施 （長期支援人材の派遣）

□今後の活動計画

1．仮設住宅および見なし仮設住宅へのアセスメント調査（年2回）
⇒調査からみえる課題に対する支援サポート

2．県外避難者支援
⇒県外避難者支援団体および全国組織と連携し、県外避難者の支援

県内外避難者への定期的な情報配信、継続的な連携サポート体制の構築

3．県内支援団体のネットワーク構築
⇒分野・地域別での支援団体のネットワークの構築、連携サポート

各 ポNPO等の各支援団体の組織基盤強化をサポート

4．地方自治体との連携
定期的な情報交換の場づくり⇒定期的な情報交換の場づくり

（現在の課題共有、課題解決のための連携体制の構築）
中長期的な視点での復興計画の情報交換、議論
＞政策提言までを担える組織づくりを目指す＞政策提言までを担える組織づくりを目指す

5．被災者自身の自立支援
⇒被災者の生きがいと居場所づくりのための支援サポート⇒被災者の生きがいと居場所づくりのための支援サポート

被災者自身が立ちあがるための就労機会提供のサポート、人材育成、起業支援

他地域への展開を視野に入れたモデルケースの構築 等
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3 月 11 日を迎えて	 

「被災された方たちが主役の復興」を支える共同宣言	 

	 

	 

私たち、岩手・宮城・福島の『連携復興センター』は、東日本大震災によって

甚大な被害を被った被災地が自らの意志によって復興へと向かい、被災以前の

ようなつながり、にぎわい、ふれあいを取りもどすことを目指して活動をして

いる地元の団体です。『連携復興センター』の生い立ちや構成、個々の活動はそ

れぞれですが、多様な担い手が連携することで、被災された方たちが主体的に

復興へと向かう活動を支援しようという共通の思いを持って、ともに活動して

います。	 

	 

2011 年 3 月 11 日の震災発生以来、岩手・宮城・福島をはじめとする被災各地域

へ、日本全国から、また世界各国からも多くのご支援を頂きました。これによ

り被災地域住民の多くがさまざまな面で救われました。また、被災地において

一定の落ち着きを取りもどすことができましたことも物心両面にわたる皆様か

らのご支援のたまものです。あらためて感謝申し上げます。	 

	 

一方、復興はこれからが本番です。発生から一年が経過した今なお、被災地は

「復旧」さえもままならない状態です。家を失い仮住まいでの暮らしを強いら

れている方々や、仕事を失い生活再建の見通しが立たない方々が、まだ数多く

います。約 65,000 人もの方が県外で避難している福島も、憂慮すべき状態が続

いています。	 

	 

表面的には支援が概ね行き渡り、落ち着きを取り戻したかのように見えるかも

しれません。しかし、被災地にはまだまだ希望が足りません。震災から一年が

経ち、震災直後とは違う不安を抱くことも増えました。この年度末を機に撤退

する支援団体もあります。被災地以外の地域では関心すら薄れつつあることを、

現場にいる私たちは肌で感じています。	 

	 

但し、私たちは、こうした状況を悲観してはいません。復旧・復興とその先に

ある新しい「まちづくり」「しごとづくり」の道程の中で、外からの支援だけに
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頼らず、被災された方たち自身が主役になる時期が訪れたと考えています。	 

	 

希望は、待っているだけで湧き出てくるものではありません。誰かから一方的

に与えられるものでもありません。被災された方たちが自ら立ち上がり、行動

し続けてこそ生み出されるものだと、私たちは考えます。	 

	 

そんな被災された方たちの復興への行動を引き出し、支え続けることが、私た

ち支援者の使命だと考えます。そのためには、自治体・NPO・企業・教育機関な

ど多様な担い手による「連携」と「協働」がますます必要になります。私たち

はそうした様々な担い手同士をつなぐ役割を果たし、被災された方たちを支え、

復興を加速させることをめざします。	 

	 

いわて・みやぎ・ふくしまの 3 つの連携復興センターは、これからも「被災さ

れた方たちが主役の復興」を全力でサポートすることを、今日ここに共同で宣

言します。	 

	 

2012 年 3 月 11 日	 

	 

	 

いわて連携復興センター	 

みやぎ連携復興センター	 

ふくしま連携復興センター	 
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＊岩手・宮城・福島それぞれの『連携復興センター』のご紹介	 

	 

いわて連携復興センター	 

岩手県内の中間支援 NPO のネットワークが中心となって設立された特定非営利活動法人です。釜石に本部、

北上にサテライトを置き、岩手県沿岸部の復興に向け、全国からの様々な支援と、自立・復興のためにそ

の支援を必要とする人を結ぶとともに、必要な情報・技術を提供し、被災された地域住民の方一人ひとり

が前向きに地域復興に向け歩むことのできる環境を構築することを目的として活動しています。	 

http://www.ifc.jp/	 

	 

みやぎ連携復興センター	 

震災発生直後に特定非営利活動法人せんだい・みやぎ NPO センターの呼びかけで、宮城県内外の NPO と支

援団体により設立されました。当初は政府現地対策本部や県災害対策本部、自衛隊、NPO/NGO、企業、自治

体などとも連携しながら被災者支援についての団体間の連絡と調整を行なう機能を果たしました。現在は

『地域主導の自律的な復興とまちづくりの実現』を目的として、特定非営利活動法人せんだい・みやぎ NPO

センターの特別事業部門として活動しています。	 

http://www.renpuku.org/	 

	 

ふくしま連携復興センター	 

福島県内外の被災者の連携と支援・自立と復興を目的に大学、市民、NPO が協力して被災者支援を行う枠

組み作りを目指して一般社団法人として発足しました。全国からの様々な支援とそれを必要としている現

場を繋ぐコーディネート機能を果たし、被災者の生活相談窓口「ふみだす生活サポートセンター」の運営

や、広域分散避難を支えるためのネットワークづくりに取り組んでいます。	 

http://f-renpuku.com/	 

 

 



復興と支援のあり方

○復興の主役は被災者・地元の組織
・発災直後は、泥やガレキの撤去、家屋や河川、海岸の片付け、避難所にお発災直後 、泥や キ 撤去、家屋や河川、海岸 片付け、避難所 お
ける炊き出し等において、被災地域外からの支援者も活躍。

・昨今は、仮設住宅における更なるコミュニティづくり支援や心のケア、復興ま

ちづくりへの参画 協力等のニ ズに対応し 地元のＮＰＯ等の団体と中間支ちづくりへの参画・協力等のニーズに対応し、地元のＮＰＯ等の団体と中間支
援組織が連携した長期に及ぶきめ細かな活動と、地域の行政との密接な連
携が求められる。

○復興庁による復興への取組
・別紙参照

○ ＪＣＮに期待すること○ＪＣＮに期待すること
・ 全国からの支援者と地元の担い手との連携を円滑にするための橋渡し

ネットワークづくりの支援 情報共有の場づくりネットワ クづくりの支援 情報共有の場づくり
好事例・活動情報等の情報収集・提供 等



復興の現状と取組復興の現状と取組
１ 復旧の現状
１－１ 主なインフラの復旧の現状１ １ 主なインフラの復旧の現状
１－２ 被災地域の産業の現状

２ 復興に向けた主な課題
２－１ 住宅再建及び高台移転
２－２ がれき処理の状況
２－３ 雇用の確保
２－４ 被災者の孤立防止と心のケア
２－５ 原発事故避難者の帰還支援

２－６ 被災地域における復興計画の策定状
況況

３ 復興に向けた取組
３－１ 復興特区制度

平成２４年３月１９日

３ １ 復興特区制度
３－２ 復興交付金
３－３ 福島復興に向けた取組

平成２４年３月１９日

１－１１－１ 主なインフラの復旧の主なインフラの復旧の現状現状
○災害査定の進捗率は９割以上で、本格的な復旧に着手。

●現在の査定状況：約19,400箇所（1月末現在）

１．公共土木施設等（河川・道路・港湾等）

海岸堤防の復旧事例

■仙台湾南部海岸におけるＨ23年度着手箇所：７工区

○仙台空港等、地域の復旧・復興に不可欠な施設が背後にある
区間は 概ねＨ24年度末を目途に完了することを目指す

各省庁関連施設の災害復旧実施状況

査定の進捗率：約99％

●Ｈ23年度の実施計画承認済額等：約4,704億円（１月末現在）

区間は、概ねＨ24年度末を目途に完了することを目指す。
○その他の区間においても、概ね5年での完了を目指す。

２．農地・農業用施設・漁港施設等

●現在の査定状況：計14,730箇所（1月末現在）

査定の進捗率：約99％

●Ｈ23年度の実施計画承認済額等：約1,659億円（１月末現在）

３ 学校教育施設（国立学校法人 公立学校 私立学校等）

●現在の査定状況：計2,967校（2月3日現在）

査定の進捗率：99.9％

●Ｈ23年度の実施計画承認済額等：1,493億円（１月末現在）

３．学校教育施設（国立学校法人、公立学校、私立学校等）

港湾施設の復旧事例 （利用可能岸壁及びコンテナ貨物取扱量の推移）

80%

90%

100%
利用可能岸壁数の割合

11/30
（270岸壁）

1/31
（272岸壁）

3/14
（275岸壁）●Ｈ23年度の実施計画承認済額等：1,493億円（１月末現在）

●現在の査定状況：計426箇所（2月24現在）

査定の進捗率：100％

４．医療施設等（病院など）
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※暫定利用可能岸壁は 利用にあたって吃水制限や上載荷重制限がかかっている ※国土交通省港湾局調べ

9/30
（228岸壁）

（270岸壁） （272岸壁） （275岸壁）

定 進捗率

●Ｈ23年度の実施計画承認済額等：64億円（１月末現在）

●現在の査定状況：計226件（2月24日現在）

５．水道施設

○利用可能岸壁は、3/14時点で、約7割（275/373岸壁）（暫定利用可能含む）

20,000 

25,000 

30,000 

被災港湾 合計コンテナ取扱量
（TEU）

被災地の港湾におけるコンテナ貨物取扱量（外内貿合計）の推移

平成22年

平成23年3月11日
※暫定利用可能岸壁は、利用にあたって吃水制限や上載荷重制限がかかっている。 ※国土交通省港湾局調べ

査定の進捗率：約94％

●Ｈ23年度の実施計画承認済額等：168億円（１月末現在）

※原発被災地域や復興計画等の関係等において未申請は除く。
※査定状況等については、今後変動する可能性がある。 ○コンテナ貨物取扱量は、昨年12月の時点で、対前年比約7割まで回復。
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

前年と比べて
0.7%の貨物量

前年と比べて
65%の貨物量

平成23年
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○ グ プ補助金 は 水産加 業 製造業 小売流通業 観光業等 地域 復興 ド役と

１－２１－２ 産業復旧の状況産業復旧の状況

○ グループ補助金については、水産加工業、製造業、小売流通業、観光業等、地域の復興のリード役と
なり得る中小企業等グループ：１７２グループ(２７２１者）の復旧を支援。

○ （独）中小企業基盤整備機構による仮設店舗・工場等の整備事業については、復興商店街、仮設住宅
併設の仮設店舗、仮設工場群、水産加工事務所等に利用されているところ。併設の仮設店舗、仮設工場群、水産加工事務所等に利用されているところ。

国費＋県費 グループ数 企業数 要望箇所数 延べ床面積 基本契約締結箇所数

グループ補助金の実績 （３月９日現在） 仮設店舗・工場等の整備実績 （３月９日現在）

青森県 86億円 10グループ 208者

岩手県 437億円 30グループ 295者

宮城県 1,164億円 61グループ 1,055者

青森県 18 7,311m² 18

岩手県 329 115,453m² 220

宮城県 139 62,024m² 95

福島県 283億円 58グループ 636者

茨城県 81億円 12グループ 478者

千葉県 14億円 1グループ 49者

福島県 46 32,112m² 38

茨城県 1 180m² 1

長野県 1 244m² 1

合計 2,064億円 172グループ 2,721者 合計 534 217,324m² 373

高徳海産（石巻市）
昨年11月下旬 工場再開

太平洋セメント（大船渡市）
昨年11月、セメント製造再開。大船渡市及

福幸きらり商店街（大槌町）
昨年12月、40店舗が同商店街

いわき四倉中核工業団地（いわき市）
72社分の仮設工場等が建設されてお

復旧事例

昨年11月下旬、工場再開。 び陸前高田市のガレキ等の処理も実施。 で営業再開。り、昨年11月以降、順次竣工。
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○被災3県の主要漁港における1月の水揚げ数量・金額は、前年同月比で約７割となっている。

１－２１－２ 被災地域の産業の現状②（水産業）被災地域の産業の現状②（水産業）

○被災した319漁港のうち、ほぼ全ての漁港（310漁港）で一部でも水産物の陸揚げが可能。

○一日も早い水産業の復旧・復興に向け、今後も切れ目のない支援を継続。

項 進捗状況（％）項
目

被害状況
進捗状況（％）

今後の取組

水
岩手・宮城・福

［岩手県］

久慈、宮古、釜石、大船
渡
［宮城県］

２０ ４０ ６０ ８０ １０００

水揚量７１％

カツオの水揚げ(気仙沼漁港)

水
揚
げ

岩手 宮城 福
島各県の主要
な魚市場の水
揚げの前年同
月比（24年1
月）

［宮城県］

気仙沼、女川、石巻、塩
釜
［福島県］
小名浜（県外で漁獲）

今後、漁業の再開に伴

（１万１千トン）

水揚金額６６％
（２２億円） 今後、漁業の再開に伴

い、順次水揚げが回復
する見込み。

漁
船

約2万9千隻の
漁船が被災

25年度末までに少なくと
も1万2千隻の復旧を目
途。

６３％
（７，５２７隻が復旧）

（２２億円）

加
工
流
通

被災3県で被
害があった水
産加工施設
（831施設）

被災3県の水産加工施
設について、23年度末ま

でに操業再開を希望す
る施設の概ね5割の復旧
を目標。

５０％（被災３県）
（４１７施設が
業務再開）

施工前 地盤沈下に
よる冠水

桟橋の嵩上げ（気仙沼漁港）

通
施
設

被災3県で被
害があった産
地市場（34施
設）

岩手県及び宮城県の産
地市場は、22施設すべ
てが23年度中に再開見
込み。

拠点となる漁港について

６５％（被災３県）
（２２施設が業務再開）

施工後

よる冠水

漁
港

319漁港が被
災

は、25年度末まで（一部

被害の甚大な漁港やそ
の他の漁港については
27年度末まで）に復旧の
目途。

９７％
（３１０漁港で一部でも水産物の陸揚げ可能）

桟橋の嵩上げ
(－6ｍ桟橋)
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○市町村が策定する復興計画は、２月末時点で約９割の市町村が完成。

２－１２－１ 住宅再建及び高台移転住宅再建及び高台移転
○市町村 策定する復興計画は、 月末時点 約 割 市町村 完成。
○市町村の復興計画策定後は、個別事業（土地区画整理事業、防災集団移転促進事業等）
の事業計画策定、事業実施が課題。

○今後、市町村において地域住民との調整を円滑に進めていくことが最大の課題であるが、
国としても、復興交付金による支援、まちづくりの専門職員派遣を始めとする市町村のマン
パワーに対する支援を行う。

（１）復興交付金による支援

・計画策定支援費の配分等を含む復興交付金の早期執行等の支援を行う。第１回目配分を、３月２日

に実施（交付可能額の事業費は全体で約3,053億円）。主なものは次のとおり。

○防災集団移転促進事業○防災集団移転促進事業
－早期事業着手が見込まれるもの（事業費込）：12市町村、54地区、約5,200戸、約437億円
（注）24年度第１四半期までに事業着手するもの。事業完了は早い地区で25年度を予定

－その他（調査費）：15市町村、約79億円
○災害公営住宅整備事業 32市町村 約1 356億円○災害公営住宅整備事業：32市町村、約1,356億円

（注）上記のうち24年度までに着工、25年度完成を予定するもの約5,500戸

・ ３月末の第２回提出に向け、復興庁・復興局の職員が被災地の市町村等を訪問し、計画策定支援を

実施中

①土地区画整理事業及び防災集団移転促進事業の実施に向け、各都道府県・政令指定都市の協力を

（２）市町村のマンパワーに対する支援

実施中

①土地区画整理事業及び防災集団移転促進事業の実施に向け、各都道府県 政令指定都市の協力を

得て、専門職員を派遣。

②全国市長会・全国町村会との協力を得て、平成２４年度も被災市町村へ職員を派遣。
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○平成26年３月末までに災害廃棄物の処理を終えることが目標。

２－２２－２ 災害廃棄物災害廃棄物((がれきがれき))処理の状況処理の状況
○平成 年 月末ま 災害廃棄物 処理を終える 目標。
○災害廃棄物の処理・リサイクルが本格化する一方、被災地の処理能力が不足。
○被災地において既存施設を最大限活用するほか、仮設焼却炉を設置しているが、公共事業等による

活用や、県外の既設の焼却炉や処分場を活用した広域処理が必要。

（１）災害廃棄物処理の現状

【３月12日現在】 推計量（A） 撤去済み量（B） 撤去率（B/A） 処理・処分量（C） 処理・処分割合（C/A）

74％（96％ ）

○被災地における仮設焼却炉の設置計画
・岩手県 ２基（合計の最大年間処理量 ７万トン（既稼働 ２基 ７万トン））

災害廃棄物全体 22,528千t 16,674千t 74％（96％※） 1,508千ｔ 6.7％
※建物解体により発生するものを除く

岩手県 基（合計の最大年間処理量 万トン（既稼働 基 万トン））
・宮城県 23基（ 〃 128万トン（ 〃 ３基 １７万トン））

（２）広域処理の必要性と現状

○災害廃棄物発生量 ○広域処理希望量○災害廃棄物発生量

・岩手県： 476万トン（通常の一般廃棄物量の約11年分）

・宮城県：1,569万トン（ 〃 約19年分）

→ 既に東京都 山形県及び青森県において受入れ

57万トン
344万トン（※）

※石巻ブロック、亘理名取ブロック、東部ブロック
の希望量。 残りの気仙沼ブロックは検討中。

（仙台市設置仮設焼却炉）

→ 既に東京都、山形県及び青森県において受入れ。
→ 秋田県、静岡県島田市ほか数自治体が受入れを表明。

（３）取組の現状

・広域処理と再生利用に関する閣僚会合を開催。

・放射能汚染を心配する声にこたえるため、安全性を広報。

・環境省職員の派遣や、測定・説明会・施設の減価償却などの財政措置により受入表明自治体を支援。 ‐5‐



○被災３県の雇用情勢は、依然として厳しい状況

２－３２－３ 雇用の確保雇用の確保
○被災３県の雇用情勢は、依然として厳しい状況
○今後は、産業政策と一体となった雇用創出やミスマッチ（職種や産業などの求人と求職
がかみあわない状況）の解消により、被災３県の被災者の就職支援を推進。

（１）被災３県の雇用情勢
・ 震災により被災地の雇用情勢は悪化し、依然として有効求職者数が有効求人数を上回ってい
るが、新規に限ると需給状況は改善してきており、就職件数も前年に比べて増加
（※１月の有効求人数約１１ １万人 有効求職者数１４ ３万人／新規求人数約４ ６万人 新規求職者数約２ ９万人）

（１）被災３県の雇用情勢

（※１月の有効求人数約１１．１万人、有効求職者数１４．３万人／新規求人数約４．６万人、新規求職者数約２．９万人）

・沿岸部では、地元主要産業で女性の求職者に比べ求人不足、逆に建設業の求人は増加して
いるが未経験者が就職困難など、ミスマッチが大きい。

・失業給付を受けている人数が前年の約２倍になっている中、給付が終了する方が１月中旬か
ら順次発生。
（※１月の雇用保険受給者実人員 約６.３万人。前年同期比103.8％増。）

（２）政府の取組
・ 震災後は、被災者の雇用の継続や、雇用創出基金なども活用し、復旧事業を通じた雇用
創出などを推進。創出などを推進。

（※基金事業により、被災３県で２万９千人超の雇用機会を創出。）

・ 今後は、地域経済の再生復興のための産業政策と一体となって、本格的な安定雇用の創
出に向け 雇用創出基金などを活用した雇用支援を推進出に向け、雇用創出基金などを活用した雇用支援を推進。
（※被災地の本格的な雇用復興を図る「雇用復興推進事業」のための基金：約１５１０億円）

・雇用のミスマッチ解消のため、きめ細かな就職支援や職業訓練を実施。
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○被災者の多くが、避難所から仮設住宅等に移行。コミュニティの弱体化や、孤立化が問題。

２－４２－４ 被災者の孤立防止と心のケア被災者の孤立防止と心のケア

（１）孤立防止の主な取組

○被災者の多くが、避難所から仮設住宅等に移行。コミュ ティの弱体化や、孤立化が問題。
○このため、①見守り活動、②心のケア、③生きがいづくり等を行う。
○福島の原子力災害地域を始め、子どもたちの心のケアの状況等について、早急に調査に着手。

（１）孤立防止の主な取組
①「介護等のサポート拠点」を被災３県で合計１０３箇所設置し（予定含む）、仮設住宅における高齢者等の

総合相談、居宅サービス、地域交流などを実施。

づ

②高齢者、障害者や離職を余儀なくされた若年層などが地域とのつながりを持ち続けることができるよう、
市町村、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携、ボランティア等による孤立防止のための見守り活動等を実施。

地域支え合い体制づくり事業※ （平成２３年度１次補正予算７０億円、３次補正予算９０億円）

（２）心のケアの主な取組

地域コミュニティ復興支援事業※ （平成２３年度１次補正予算７０億円、３次補正予算９０億円）

（ ） 組
①岩手・宮城・福島各県に「心のケアセンター」を設置するなど、専門職による訪問支援等を実施。

②心血管疾患やPTSD等に関する長期間追跡調査を実施。

（石巻市雄勝・牡鹿地区の調査結果では睡眠障害は425% 不安や抗うつ症状は166%と高率 (昨年6～8月調査実施)）（石巻市雄勝・牡鹿地区の調査結果では睡眠障害は42.5%、不安や抗うつ症状は16.6%と高率。(昨年6～8月調査実施)）

③子どもの心の健康状態を把握するための調査を実施予定。
（H24.2～有識者による調査内容等の検討。4月以降調査表の配布・回収・集計。7月をメドに調査結果報告。）

④ 子どもの発育状況やストレス状況等の調査研究を実施予定。

⑤ 子どもを支援する専門職の研修や巡回相談等被災した子どもの心の支援に関する自治体の取組を支援。
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○警戒区域等の見直しに併せ 避難者の帰還の支援を行う

２－５２－５ 原発事故避難者の帰還支援原発事故避難者の帰還支援

○警戒区域等の見直しに併せ、避難者の帰還の支援を行う。

○さまざまな課題について政府内での一元的な検討と県・市町村との連携が必要。

・避難指示区域からの避難者数・・・・・・約11.3万人

■福島県民の避難の状況

・福島県全体の避難者数・・・・・・・・・・・・約16.1万人
・福島県内への避難者数 約9 8万人・福島県内への避難者数 約9.8万人

・福島県外への避難者数 約6.3万人

① 新たな区域の見直し ・ 関係局長により検討を開始

■帰還支援に当たっての主要課題 ■帰還支援策の検討体制

① 新たな区域の見直し
② 除染
③ インフラ等の復旧
④ 賠償の方針

・ 関係局長により検討を開始。
・ 復興庁、原子力被災者生活支援チー
ム、警察庁、総務省、文科省、厚労省、
農水省 経産省 国交省 環境省等④

⑤ 長期避難者支援
⑥ 雇用確保、産業振興

農水省、経産省、国交省、環境省等。
・県・市町村との協議をすすめる。
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○規制 手続 税制上の特例措置等を内容とする復興推進計画の申請 認定が進んでいるところ

３－１３－１ 復興特区制度復興特区制度

○規制・手続、税制上の特例措置等を内容とする復興推進計画の申請、認定が進んでいるところ。
○土地利用再編のための特例措置等を講ずる復興整備計画についても、策定に向けた取組が進んでい
るところ。

○４月１日を目途に、民間企業と被災自治体との連携を促進するため企業連携推進室を設置。

復興特区法施行後、１３件の復興推進計

①復興推進計画 （参考）復興推進計画の認定状況 （平成２４年３月１９日現在）

地域 認定日 申請主体 取組の概要復興特区法施行後、１３件の復興推進計
画の申請があり、これまでに６件について
認定を行ったところ。（右図参照）

地域 認定日 申請主体 取組の概要

青森 3月2日 青森県・４市町
税制上の特例措置及び工場立地法の特例を

活用し、エレクトロニクス、食品等に関する各種
産業の集積を通じた生業づくりを目指す

・ 宮城県において２月１７日に復興整備
協議会が設立され、年度末に向け計画を
策定中

②復興整備計画
岩手 2月9日 岩手県

医療関係法令の特例を活用し、保健・医療・福
祉サービスの向上を目指す

づ策定中。
・ 岩手県や福島県においても計画の策定
に向けた動きが見られるところ。

宮城

2月9日
宮城県・３４市町村
(七ヶ宿町を除く全て)

税制上の特例措置を活用し、ものづくり産業の
集積を目指す

3月2日 仙台市
税制上の特例措置を活用し、農業関連産業等

の集積を目指す

③今後の課題

・ 被災地において検討されている先導的
プロジェクトの事業化の促進

福島 3月16日 福島県
医療機器製造販売業に係る規制の特例を活

用し、医療機器関連産業等の集積を目指す

プロジェクトの事業化の促進。
・ ４月１日を目途に設置する「企業連携推
進室」を通じた民間企業・地方公共団体・
国の連携の強化。

茨城 3月9日 茨城県・１３市町村
税制上の特例措置を活用し、自動車をはじめ

とする各種業種の集積を目指す
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○復興交付金は３月２日に交付可能額を通知 交付金の活用により 復興地域づくりを支援

３３－２－２ 復興交付金制度復興交付金制度

○復興交付金は３月２日に交付可能額を通知。交付金の活用により、復興地域づくりを支援。

（１）復興交付金の目的
復興交付金は、津波等による著しい被害を受けた地域

震災による被害

が単なる災害復旧にとどまらない、復興のための地域づくり
をする上で必要となる事業を幅広く一括化し、被災地の
取組みを支援。

⇒ 災害復旧制度
災害による被害の復旧への対応

（例：道路、学校等の公共施設の原状回復）

（２）第１回交付可能額通知（３月２日）
① 県別の交付可能額（県別、単位は億円）

第１回提出された交付金事業計画に対して行う交付可能額の通知は各県別に以下のとおり。

⇒ 復興交付金制度
著しい被害を受けた地域における、復旧に

とどまらない復興地域づくりの支援
（例:高台への移転）

第１回提出された交付金事業計画に対して行う交付可能額の通知は各県別に以下のとおり。

青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 千葉県 合 計

交
付
可

事業費 18.3 957.2 1,436.2 603.3 28.2 8.1 1.8 3,053.2

② 主な事業
・ 水産・漁港関連施設整備事業（21市町村、約258億円）

防災集団移転促進事業(早期事業着手が見込まれるもの（事業費込） 12市町村 54地区 約5 200戸 約437億円)

能
額

国費 15.7 797.6 1,161.5 505.1 21.9 6.1 1.4 2,509.4

（注）計数は精査の結果、今後変動があり得る。また、端数処理により合計と一致しない場合がある。

・ 防災集団移転促進事業(早期事業着手が見込まれるもの（事業費込）、12市町村、54地区、約5,200戸、約437億円)
（注）24年度第１四半期までに事業着手するもの。事業完了は早い地区で25年度を予定

・ 防災集団移転促進事業（その他（調査費）、15市町村、約79億円）
・ 災害公営住宅整備事業（32市町村、約1,356億円）

（注）上記のうち24年度までに着工、25年度完成を予定するもの約5,500戸

農地整備事業（ 市町村 約 億円）・ 農地整備事業（16市町村、約52.8億円）
・ 都市防災総合推進事業（調査費等、39市町村、約30.0億円）
・ 市街地液状化対策事業（調査費、６市町村、約7.9億円）
・ 造成宅地滑動崩落対策事業（12市町村、約324.7億円）
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福島復興再生特別措置法案

３－３３－３ 福島復興に向けた取組福島復興に向けた取組
平成２４年２月１０日 閣議決定

目的・基本理念・国の責務
・原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興・再生を推進

福島復興再生特別措置法案 平成２４年３月 ８日 修正の上、衆議院可決

・福島の地方公共団体の自主性・自立性を尊重しつつ、国の責務として総合的な施策を策定、実施

福島復興再生基本方針（閣議決定）
・原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針

避難解除等区域の復興及び再生等のための特別の措置

原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針
・福島の復興及び再生の意義、目標、政府が着実に実施すべき各支援施策の基本的な方針等を定めるもの

避難解除等区域の復興及び再生等のための特別の措置
・「避難解除等区域復興再生計画」（県の申出により国が決定）

基本方針に即して、避難指示が解除された区域及びその準備区域
の復興及び再生を推進するための計画

計画事項：計画の意義、目標、期間、産業の復興・再生、道路、河川等の公 川俣町

福島市

飯舘村

伊達市

相馬市

計画的避難
区域

旧緊急時避
難準備区域

共施設の整備、生活環境の整備等

・国による公共施設の工事の代行
・国による公共施設の清掃等の生活環境整備事業の実施

浪江町

南相馬市

警戒区域

双葉町
福島第一
原子力発電所

大熊町

田村市

旧緊急時避
難準備区域

二本松市

葛尾村

区域

・課税の特例（避難対象区域内に所在していた事業者について）
①事業用設備等の特別償却等（解除の日から５年間の即時償却等）
②被災被用者を雇用している場合の税額控除（確認を受けた日から

５年間、給与等支給額の20％を控除：復興特区は10％）
（注）地方税法 改正 措置として避難対象区域内 固定資産税 課税免除措置 延長等

福島第二
原子力発電所

大熊町

富岡町

楢葉町

広野町

20km

小野町

平田村

郡山市

難準備区域

川内村

警戒区域
計画的避難区域
旧緊急時避難準備区域

（注）地方税法の改正の措置として避難対象区域内の固定資産税の課税免除措置の延長等

・公営住宅への入居資格の特例などによる避難者の居住の安定の確保
30km

いわき市
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放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置
・健康管理調査、農産品等の放射能濃度の測定、除染等の措置等の迅速な実施、児童等の被ばく放射

線量の低減、調査研究の推進、国民の理解の増進、教育機会の確保、医療・福祉の確保など

原子力災害からの産業の復興及び再生
・「産業復興再生計画」（県が作成し国が認定）

基本方針に即して 原子力災害により被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進を図るため基本方針に即して、原子力災害により被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進を図るため
の計画
計画事項：計画の目標、目標達成のための取組内容、適用する規制・手続の特例の内容と実施主体に関する事項

・規制や手続等の特例（福島特例通訳案内士、地域ブランド（商標、品種）の登録料や出願
料等の減免 地熱資源開発や流通機能向上に係る許認可等のワンスト プ処理等）料等の減免、地熱資源開発や流通機能向上に係る許認可等のワンストップ処理等）

・東日本復興特区法の課税の特例（＊）を含む復興推進計画を福島県の全ての市町村が策定できるよう
にする措置等（特区法では、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産基盤に著しい被害を受けた地域が対象）

（＊）事業用設備等の特別償却等（即時償却の適用期間は２年延長） 被災被用者等の給与支給額の 部の税額控除 研究開発税制 新規立

新たな産業 創出等に寄与する取組 重点的な推進

（＊）事業用設備等の特別償却等（即時償却の適用期間は２年延長）、被災被用者等の給与支給額の一部の税額控除、研究開発税制、新規立
地促進税制等

・農林水産業、中小企業の復興・再生、職業の安定、観光の振興など

新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進
・「重点推進計画」（県が作成し国が認定）

基本方針に即して、再生可能エネルギー源の利用促進、高度医療技術等に関する研究開発拠点の整
備その他の新たな産業の創出等に寄与する取組を重点的に推進するための計画

計画事項：計画の区域 目標 期間 目標達成のための取組内容計画事項：計画の区域、目標、期間、目標達成のための取組内容

・（独）中小企業基盤整備機構が管理する工場用地の無償譲渡
・研究開発の推進、企業立地の促進など

‐12‐

原子力災害からの福島復興再生協議会
・復興大臣、福島県知事その他の国・福島の関係者

からなる協議会を組織し、必要な協議を実施

その他（施行後の扱い）
・福島県からの新たな規制の特例措置の提案等
・本法の施行状況、福島の復興・再生の状況等

（参考）主な福島復興・再生関連予算について

を踏まえた検討

【平成２３年度２次・３次補正予算等】

福島県原子力災害等復興基金の創設（３,８４０億円程度）
○国際的な医療センター・開発拠点等の整備及び地域医療の再生（文科・厚労・経産省）６９０億円
○産業復興企業立地補助（経産省） １ ７００億円 など○産業復興企業立地補助（経産省） １，７００億円 など

既存の制度等を活用した追加的予算措置による機動的対応（１,５００億円程度）
○再生可能エネルギーの研究開発及び関連施設の整備（経産省） １，０００億円の内数 など

福島県原子力被災者・子ども健康管理基金の創設（内閣府）（９６２億円）

除染の緊急実施（内閣府）（２，１７９億円）

除染等の実施（環境省）（２，４５９億円）

【平成２４年度当初予算案】※

除染や放射線 健康不安の解消など〔事業費の多くの部分が福島県で実施される〕除染や放射線・健康不安の解消など〔事業費の多くの部分が福島県で実施される〕
○福島避難解除等区域生活環境整備事業【法律事項】（復興庁） ４２億円
○放射能土壌等の除染実施（環境省） ３，７２１億円 など

産業の復興 公共事業など〔事業費は被災県の合計であり その 定部分が福島県で実施される〕産業の復興、公共事業など〔事業費は被災県の合計であり、その一定部分が福島県で実施される〕
○東日本大震災復興交付金（復興庁） １兆８，４７９億円（23年度３次補正含む）

○公共事業等（復興庁への一括計上分） ４，８８１億円 など

※平成24年度当初予算案の福島復興・再生関連事業は全て東日本大震災復興特別会計に計上。‐13‐
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ＪＣＮ第２回全体ミーティング
「被災者支援のこれからとＪＣＮに求めるもの」

復興期における企業による支援活動
～現場と企業のつなぎ手としてのＪＣＮ

2012年3月30日

日本経団連事業サービス

長沢恵美子

＜今日のトピックス＞

I. 企業による支援の状況
経団連「東日本大震災における被災者・被災地支援

アンケート」調査結果（2012年３月公表）
※事例集も含めた報告書を経団連ホームページに掲載
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2012/011.html

II. 現場から寄せられる企業への期待

2

III. 継続的な支援に必要なこと
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Ｉ．企業による支援の状況

１．アンケート調査結果（データ）
（単位：社・グループ、億円）

項目 実施企業数 支援額
実施割合 構成比

１．金銭寄付 438 95% 715 79%

(a) 義援金（被災者に直接届けられる見舞金） 417 91% 358 40%(a) 義援金（被災者に直接届けられる見舞金） 417 91% 358 40%

(b) 支援金（ＮＰＯ等の支援活動に対する寄付） 154 33% 138 15%

(c) 自社（・グループ）が運営する奨学金・助成金等 34 7% 29 3%

(d) その他 54 12% 14 2%

(e) 今後の支出予定 36 8% 177 20%

２．現物寄付（サービスを含む） 331 72% 148 16%

３．施設開放 92 20%

４．社員等の被災者・被災地支援活動への参加 259 56%

(a) 自社・自グループが企画した被災者・被災地

3

(a) 自社・自グル プが企画した被災者・被災地
　　支援活動への社員等の参加

170 37%

(b) 他組織が企画した被災者・被災地支援活動 184 40%

５．その他の取組み 419 91% 41 5%

(a) 社員等への寄付の呼びかけ 398 86% 24 3%

(b) 消費者・顧客に寄付を呼びかける取組み 154 33% 3 0%

(c) 被災地応援・風評被害対策購買活動 124 27%

(d) その他 65 14% 14 2%

調査回答企業全体 461 - 904 100%

２．支援の類型

資金の提供
義援金、支援金、基金・プログラムの設立等

物資の提供
自社製品、市場購入、社内備蓄品、社員等の持ち寄り

人材・サービス・ノウハウの提供
自社サービスや専門スキルの提供、ボランティアの派遣、
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自社サ ビスや専門スキルの提供、ボランティアの派遣、
イベント・セミナーの実施等

購買活動
企業内産直市、社員食堂
でのメニュー化等

施設の提供
社有地、社宅等
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３．企業が生み出す支援の輪の広がり

（１）寄付等の呼びかけ

実施社数 支出金額

社員への呼びかけ 398社 80.03億円

消費者・顧客等への
呼びかけ

154社 133.41億円

合 計 213.44億円

119

0 50 100 150

店頭募金等の募集

＜消費者等への呼びかけ＞
（件数）

5

69

54

26

19

52

チャリティイベント

収益寄付

寄付金付商品

の販売

インターネット

募金等の募集

ポイント換算

募金の提供

その他

（２）社員等の支援活動への参加

延べ 約18万人・日
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延 約18万人 日
が支援活動に参加！
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Ⅱ．現場から寄せられる企業への期待

単発でなく、継続的な関わり

被災地にノウハウが残るような支援

１．中間支援組織との意見交換や視察でのご発言から

被災地にノウハウが残るような支援

企業特性を活かした支援

中間支援組織等への人材の派遣

支援活動を形成する段階からの関与

被災地外で「被災地を忘れない」ための

7

被災地外で「被災地を忘れない」ための
情報発信への協力

県外避難民への支援協力

２．企業としての悩み・課題

わが社らしい活動を見つけたい。
⇒ 押し付けにならないか心配…

きる と 限界があるできることに限界がある。

⇒ 小さな支援でもお役に立つだろうか。

継続して社員がボランティア活動できる
しくみをつくりたい。

支援先や地域を決定する際に どう理由

8

支援先や地域を決定する際に、どう理由
づけるか。

支援先の信用保証が難しい。

効果や成果をどう報告するか。
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Ⅲ.継続的な支援に必要なこと

１．「忘れない！」という機運づくり

支援を必要とする人たちの状況の発信

復興に向けた人々の歩みの発信

⇒ 被災地・被災者の「今」と「これから」を
伝え続ける

企業： 社員や顧客に伝える力の活用

２．出会いの場づくり

マルチステ クホルダ による場づくり

9

マルチステークホルダーによる場づくり

⇒ 当事者や課題を中心に据えた協議

企業： 現地の会議等への積極的参加

継続的に「いる」ことでとらえられるニーズ
変化に基づく支援

３．現場のニーズに基づく提案

具体的な提案をひろって、社会的資源と
つなぐ

⇒ 翻訳者・通訳者としての役割

⇒ コーディネーターとしての調整

企業： 提供できるメニューや条件の提示

４．被災地における市民活動への信頼性の向上

地元主体の活動への移行・継承

10

地元中間支援組織の強化

⇒ 組織・運営基盤強化、説明責任の向上を支援

企業： 中間支援組織や基盤強化への資源提供
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５．新たな「しかけ」の導入

個別企業が特定地域や分野に関わりやすい
大義名分づくり

例） アダプト制度、青年(シニア）復興協力隊例） アダプト制度、青年(シ ア）復興協力隊

多くの市民が参加できるしくみ

例） サポーター制度、被災地の物品購入サイト

６．検証の実施

支援活動に関する冷静な検証
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支援活動に関する冷静な検証

⇒ 教訓を今後の支援や次の災害に活かす

災害は日常の延長線上にあり。

これまでおつきあいのあったＮＰＯを通じた
支援や連携事業が多い。

自社の社会貢献活動の延長線上や重点分野

まずは対話から・・・。

自社の社会貢献活動の延長線上や重点分野
で支援を実施。

公開されている情報を活用した予習も大事。
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みんなで知恵を出し合って、
被災者が主役の復興を実現する！
（マルチステークホルダー・アプローチ）


